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秋田県公報

告 示

　　　告　示
　○介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定（５５９・長寿社会課）…………………………………………１
　○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定（５６０・長寿社会課）…………………………………………１
　○介護保険法による指定介護予防サービス事業者の指定（５６１・長寿社会課）……………………………………２
　○介護保険法による指定居宅サービス事業者の廃止の届出（５６２・長寿社会課）…………………………………２
　○介護保険法による指定介護予防サービス事業者の廃止の届出（５６３・長寿社会課）……………………………２
　○平成24年度准看護師試験の実施（５６４・医務薬事課）………………………………………………………………３
　○建設業の許可の取消し（５６５・仙北地域振興局総務企画部）………………………………………………………３
　　　公　告
　○土地改良区の役員の退任の届出（山本地域振興局農林部）……………………………………………………………４
　○土地改良区の土地改良事業計画の変更の認可（秋田地域振興局農林部）……………………………………………４

秋田県告示第559号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定したの
で、同法第78条第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
（通所介護）

（特定施設入居者生活介護）

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第560号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定したの
で、同法第85条第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
（居宅介護支援）

■　目　次　■

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570821371 機能訓練型デイサービ
スリハｉｎ

大仙市太田町横沢字山道南80
番９号 合同会社ＦＩＮＥ 平成24年10月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570221366 サンビレッジ清風のし
ろ

能代市落合字上前田149番１
号 株式会社松峰園 平成24年10月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570221309 ケアプランセンターみ
んなの杜 能代市河戸川字谷地50番地３ 株式会社のしろ福

祉サービス 平成24年９月15日

0570421271 ケアプランセンターと
んぼ 大館市新町33番 有限会社バスケの

街能代企画 平成24年９月15日

0570621284 居宅介護支援センター
ゆかり 男鹿市船越字内子294番252号 有限会社ゆかりの

森 平成24年９月15日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第561号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定し
たので、同法第115条の10第１号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
（介護予防訪問入浴介護）

（介護予防通所介護）

（介護予防特定施設入居者生活介護）

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第562号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者の廃止の届出
があったので、同法第78条第２号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
（訪問介護）

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第563号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者の廃
止の届出があったので、同法第115条の10第２号の規定に基づき、公示する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
（介護予防訪問介護）

0572221299 いずみケアプランセン
ター

山本郡三種町森岳字泉八日64
番地

株式会社イシイ企
画 平成24年９月15日

0570520270 アースサポート由利本
荘 由利本荘市八幡下75番地５ アースサポート株

式会社 平成24年10月１日

0570621359 ケアプランセンターお
らほ 男鹿市福川字竪石29番地１ 株式会社清翔 平成24年10月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0571313113 象潟訪問入浴介護事業
所

にかほ市象潟町浜山121番地
２

社会福祉法人にか
ほ市社会福祉協議
会

平成24年10月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570821371 機能訓練型デイサービ
スリハｉｎ

大仙市太田町横沢字山道南80
番９号 合同会社ＦＩＮＥ 平成24年10月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 指定年月日

0570221366 サンビレッジ清風のし
ろ

能代市落合字上前田149番１
号 株式会社松峰園 平成24年10月１日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日

0571016492 訪問介護センターこも
れび

潟上市天王字上江川47番地
130

有限会社チョウセ
イ 平成24年９月30日

介護保険事業所番号 名　　称 所　在　地 事　業　者 廃止年月日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第564号　
　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第18条の規定により、次のとおり平成24年度准看護師試験を実施す
るので、保健師助産師看護師法施行規則（昭和26年厚生省令第34号）第19条の規定に基づき、告示する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　試験の日時及び場所
　⑴　日時
　　　平成25年２月13日（水）午後１時から午後３時30分まで
　⑵　場所
　　　秋田市山王四丁目１番１号　秋田県庁正庁
　　　秋田市山王三丁目１番１号　秋田県庁第二庁舎大会議室
　　　秋田市山王四丁目２番12号　ルポールみずほ大会議室
２　試験科目
　　保健師助産師看護師法施行規則（以下「規則」という。）第23条に規定する科目
３　受験資格　
　　保健師助産師看護師法第22条各号のいずれかに該当する者（平成25年３月までに該当する見込みの者を含む。）
４　受験申込みに必要な書類
　⑴　受験願書
　⑵　受験資格を有することを証する書類
　　　規則第27条各号に掲げる書類
　⑶　写真
　　　出願前６か月以内に脱帽で正面から撮影した上半身、縦６㎝、横４㎝のもので、その裏面に撮影年月日及び氏名

を記載したもの２枚
５　受験願書の受付
　⑴　期間及び時間
　　　平成24年12月３日（月）から同月７日（金）までの午前９時から午後５時まで
　　　（郵送の場合は、締切日までの消印があるものに限り受け付ける。）
　⑵　場所
　　　郵便番号　010−8570　秋田市山王四丁目１番１号　秋田県健康福祉部医務薬事課
６　受験手数料　
　⑴　額　
　　　6,900円
　⑵　納付方法
　　　受験願書の提出の際、秋田県証紙により納付すること。
７　合格者の発表
　　平成25年３月12日（火）午前10時に秋田県庁正面公告板及び秋田県公式Ｗｅｂサイト「美の国あきたネット」

（http://www.pref.akita.lg.jp/）に掲示する。
８　合格証書の交付
　　合格者には、合格証書を交付する。
９　試験についての問い合わせ先
　　秋田県健康福祉部医務薬事課（電話018−860−1406）
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第565号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成24年10月11日

0571016492 訪問介護センターこも
れび

潟上市天王字上江川47番地
130

有限会社チョウセ
イ 平成24年９月30日
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公 告

２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　畠山建設
　　仙北郡美郷町六郷東根字上関田172番地２
　　畠　山　勇　八
　　秋田県知事許可（般−23）第5736号
３　処分の内容
　　土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業及び水道施設工

事業に係る一般建設業許可の取消し
４　処分の原因となった事実
　　平成24年10月11日付けで土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造

園工事業及び水道施設工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、山本郡藤里町藤琴土地改良区から次のとおり役員
の退任の届出があったので同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
退任理事の住所及び氏名
山本郡藤里町藤琴字藤琴12番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊　藤　礼　二
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、八郎潟西部干拓地区土地改良区から申請があった
土地改良事業（維持管理）計画の変更について、平成24年10月17日認可したので、同条第11項の規定に基づき、公告す
る。
　　平成24年10月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
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発行者　　秋　田　県　　　　秋田市山王四丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話　018−860−1078（総務部広報広聴課）


